
◆ 

上
里
町
で
投
票
が
で
き
る
方

　

上
里
町
で
投
票
で
き
る
の
は
、上
里
町
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
て
、選
挙
日
に
選

挙
権
が
あ
る
方
で
す
。

　

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、選
挙

権
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
、年
齢
満
18
歳
以

上
満
20
歳
未
満
の
方
が
、新
た
に
選
挙
に
参
加

（
投
票
）で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、今
回
新
た
に
選
挙
権
を
得
る
方
が

上
里
町
に
転
入
し
て
３
か
月
未
満
で
公
示（
告

示
）を
迎
え
た
場
合
、３
か
月
以
上
住
ん
で
い

た
旧
住
所
地
で
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
、

旧
住
所
地
で
投
票
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。詳
し
く
は
、転
入
前
の
選
挙
管
理
委
員

会
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

◆ 

入
場
券
に
つ
い
て

　

入
場
券
は
封
書
で
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
ま

す
。
１
枚
の
封
筒
に
世
帯
分
の
入
場
券
が

入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
投
票
日
当
日
に
は
、

投
票
を
す
る
ご
自
身
の
入
場
券
を
封
筒
に
記

載
さ
れ
て
い
る
投
票
所
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
入
場
券
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
や
届

か
な
い
場
合
で
も
、
投
票
資
格
を
有
し
た
本

人
で
あ
れ
ば
投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
日
当

日
に
投
票
所
の
受
付
に
申
し
出
て
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

投
票
の
仕
方

　

投
票
日
当
日
は
、「
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議

員
選
挙
」「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選

挙
」が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　

投
票
日
の
当
日
に
、
入
場
券
に
記
載
さ
れ

て
い
る
投
票
所
で
入
場
券
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
受
付
、
名
簿
対
照
が
済
む
と
、
最
初

に
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
の
投
票
用

紙
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
投
票
用
紙
に
候
補
者

名
１
人
の
名
前
を
記
載
台
に
て
記
載
し
、
投

票
箱
に
い
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

次
に
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

の
投
票
用
紙
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
比
例
代
表

選
出
議
員
選
挙
の
投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者

１
名
の
氏
名
ま
た
は
、
名
簿
届
出
政
党
な
ど

の
名
称
も
し
く
は
略
称
を
記
載
台
に
て
記
載

し
、
投
票
箱
に
い
れ
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

代
理
投
票
・
点
字
投
票
等

　

身
体
の
不
自
由
な
方
や
投
票
用
紙
に
自
書

で
き
な
い
方
は
、
投
票
所
の
係
員
が
補
助
員

と
し
て
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　

ま
た
、
目
が
不
自
由
な
方
は
点
字
で
投
票

が
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
期
日
前
投

票
所
・
投
票
所
の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。
投
票
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安

心
し
て
投
票
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

期
日
前
投
票

　

期
日
前
投
票
は
、
選
挙
期
日
前
で
あ
っ
て

も
選
挙
期
日
と
同
じ
よ
う
に
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
投
票
日
当
日
に
仕
事
、
旅

行
、
出
張
な
ど
で
投
票
所
ま
で
行
け
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
期
日
前
投
票
制
度
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

７
月
に

「
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
」が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

投票所 区域（行政区等）

第１ 賀美児童館
黛・金上・内出・西金・
勝一・勝二・原一・原二

第２
上里北中学校
会議室

金下・金下東・天神・真下・堀込

第３ 長幡保育園
宿・屋敷・東宮・十八軒四軒家・
中五明・南五明・寺西・新堀・
並木沖

第４ 長幡児童館
下郷・宮・上郷・久保・西大・
東大南・東大北

第５ 七本木児童館
田中・石倉・丹蔵・岡・東堤・
堀之内・横町・阿保町・長浜町

第６
上里町男女共同
参画推進センター

立野・立野南・上久城・中久城
本郷一・本郷二・本郷三

第７ 上里東公民館 下久城・京塚・古新田

第８ 上里町東児童館 ※ 三田・三軒

第９
上里町役場
町民ホール

久保新田・四ツ谷・西原町東・
西原町西

第10 安盛保育園
一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・
五丁目・東町

第11 神保原児童館 宮本町・八町河原・忍保

※今回の選挙から投票所が変更になります。（P3参照）

○
期
日
前
投
票
の
日
程

期
間　

公
示
日
の
翌
日
～
投
票
日
の
前
日

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

場
所　

上
里
町
役
場
１
階
・
町
民
ホ
ー
ル

※
郵
送
さ
れ
た
入
場
券
の
裏
面「
宣
誓
書

（
兼
請
求
書
）」を
ご
記
入
の
上
、ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※�

選
挙
内
容
が
確
定
し
次
第
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

�

ま
た
、
総
務
省
ま
た
は
埼
玉
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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◆ 
不
在
者
投
票

①
指
定
施
設
で
の
不
在
者
投
票

　

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し

た
施
設
（
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
等
）
に
入

院
・
入
所
中
の
方
は
、
そ
の
施
設
で
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。
お
早
め
に
各
施
設
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票

　

国
内
で
の
長
期
出
張
等
で
投
票
日
に
投
票

所
へ
行
け
な
い
方
は
、
滞
在
す
る
最
寄
り
の

選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
投
票
の
方
法
は
、
上
里
町

選
挙
管
理
委
員
会
に
直
接
、
ま
た
は
郵
送
で

投
票
用
紙
等
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
請
求

に
基
づ
き
郵
送
し
ま
す
の
で
、
郵
送
さ
れ
た

投
票
用
紙
等
を
持
参
し
て
最
寄
り
の
選
挙
管

理
委
員
会
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
に

日
数
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
請
求
は
早
め
に

お
願
い
し
ま
す
。

③
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
を
お

持
ち
で一定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
、ま
た
は
介

護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態
区
分
が

「
要
介
護
５
」の
方
が
、上
里
町
選
挙
管
理
委

員
会
か
ら「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
交
付
を

受
け
る
こ
と
で
、居
住
の
場
所
で
郵
便
等
に
よ

る
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。証
明
書
の

交
付
を
希
望
す
る
方
は
、お
早
め
に
上
里
町
選

挙
管
理
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

第
８
投
票
区
（
三
田
・
三
軒
）
の
投
票
所

は
、
上
里
東
小
体
育
館
か
ら
上
里
町
東
児
童

館
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
投
票
日
当
日
は
、
七
本
木
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク
、
戸
矢
歯
科
医
院
の
駐
車
場
が
利
用
で

き
ま
す
。
ま
た
、
上
里
東
小
学
校
の
正
門

横
の
駐
車
場
も
利
用
で
き
ま
す
が
、
道
路

を
横
断
す
る
際
に
は
、
必
ず
横
断
歩
道
や

歩
道
橋
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

※
各
投
票
所
の
地
図
は
、
入
場
券
を
郵
送
す

る
際
の
封
筒
に
も
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
上
里
町
選
挙
管
理
委
員
会
【
☎
35
―
１
２
３
７
】

不発弾の処理について
　平成28年５月６日㈮、午前10時ごろ、本庄市共栄138－
１付近の工事現場で不発弾が発見されました。自衛隊
による防護カバー装着等の防護措置により、爆発の危険
性はありません。
　本庄市により、自衛隊・警察・消防などの協力を得て、
下記のとおり不発弾の処理作業を行ないます。なお、避
難区域内にお住まいの方につきましては、後日、職員が
訪問して詳細をご説明させていただきます。

処理日時
平成28年６月25日㈯、午前９時30分から
避難区域
不発弾から半径300メートル以内の区域
避難時間
午前８時から作業完了まで
避 難 所
上里町多目的スポーツホール（避難所を利用する方）
交通規制
午前８時から避難区域への立ち入りを制限し、作業完了
まで全面通行禁止の交通規制を実施
問 合 せ　くらし安全課防災安全係【☎35－1226】

第
８
投
票
区
の
投
票
所
が

　
　
　
　
　
　
　

変
更
に
な
り
ま
す

避 難 対 象 区 域 図

エステー（株）
埼玉工場

（株）上武

半径３００ｍ区域

不発弾発見箇所
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平成28年度町民税・県民税の
税額決定・納税通知書を発送します

　『平成28年度町民税・県民税納税通知書』を６月10日㈮（予定）に発送します（町民
税・県民税（以下「個人住民税」という。）が課税されない方には通知書は発送されませ
ん。また、個人住民税を「給与からの特別徴収」の方法で納めていただく方については
５月11日㈬に勤務先へ『特別徴収税額の決定通知書』を発送していますので、勤務先
から通知書をお受け取りください。）。

�個人住民税について　
　個人住民税は、町民税と県民税をあわせた名称で、町や県のサービスを行うために必要な費用を、その負担能力
に応じて負担していただく税です。その年の賦課期日（平成28年度は平成28年１月１日）現在の住所地で、前年（平
成27年）の所得等に基づいて課税されます。

［個人住民税の税額］
　個人住民税の税額は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得等に応じて納めて
いただく「所得割」の合計額です。

（均等割の税額）　　5,000円　（町民税3,500円　＋　県民税1,500円）
（所得割の税額）
○一般的な税率（総合課税）
　10種類の所得のうち、利子・配当・不動産・事業・給与・山林・譲渡（分離課税分を除く）・
一時・雑所得に係る税率は、10％（町民税６％＋県民税４％）です。所得金額（※）から所得控除
の合計額を差し引いた「課税所得金額」に、税率を掛けて計算されます。
※ 所得金額とは、収入金額からその収入を得るための必要経費または法令で定められている

一定の控除額を差し引いた金額をいいます。

　 所得割額�＝�課税所得金額（所得金額－所得控除額）�×�10％�－�税額控除額
○特別な税率（分離課税）�
　土地・建物・株式等の譲渡所得、退職所得等は、ほかの所得と区別して特別な税率を使用します。

（例）土地・建物などの譲渡所得の場合　◆長期（所有期間５年超）５％　◆短期（所有期間５年以下）９％　など

■所得控除の種類 ■税額控除の種類（注意）住民税と所得税では所得控除額が異なります。
1 雑損控除
2 医療費控除
3 社会保険料控除
4 小規模企業共済等掛金控除
5 生命保険料控除
6 地震保険料控除
7 障害者控除

8 寡婦控除
9 寡夫控除

10 勤労学生控除
11 配偶者控除
12 配偶者特別控除
13 扶養控除
14 基礎控除

1 調整控除
2 外国税額控除
3 配当控除
4 住宅借入金等特別税額控除
5 寄附金税額控除

平成28年度（27年分）課税（非課税）証明書・所得証明書の発行について
【発 行 開 始 日】　６月10日㈮　　　【手数料】１通につき150円
【証明書を発行できる方】
　平成28年１月１日現在、上里町に住所があった方で、町に課税資料がある方（※）
※町に課税資料がない方（前年中所得のなかった方や、家族の扶養になっている方も含みます。）は、申告をして

いただく必要があります。申告の結果、課税発生・税額変動が生じる場合は、証明書発行までに最長で２か月
程度を要する場合があります（課税発生・税額変動が生じない場合は、証明書は即日発行できます。）。

【本人確認について】
　申請者（窓口に来られた方）の本人確認を実施していますので、申請の際は本人確認ができる書類（運転免許
証・健康保険証・パスポート等）をご持参ください。また、代理人が交付請求する場合は、代理人自身を確認でき
るもの（本人確認と同じ）と、証明を必要とする本人（委任者）が署名押印した「委任状」が必要になります（同居
の家族の方が申請する場合は「委任状」は不要です。）。

■所得の種類
1 利 子 所 得
2 配 当 所 得
3 不 動 産 所 得
4 事 業 所 得
5 給 与 所 得
6 退 職 所 得
7 山 林 所 得
8 譲 渡 所 得
9 一 時 所 得

10 雑 所 得

広報かみさと  2016.6 4



納税相談窓口
◆６月の休日・夜間開庁日
○休日（午前８時30分～正午）	６月12日㈰
○夜間（午後８時まで）	 ６月27日㈪
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。
◆窓口・問合せ…税務課収税係【☎35－1221（内線1121～1125）】

夜間開庁・休日開庁のお知らせ
納税についてお困りの方、一度ご相談ください。

［個人住民税の納税方法］
　個人住民税の納税方法は、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、および「公的年金からの特別徴収」があります。
その方の年齢や所得状況により、この３つの納税方法が組み合わされることもあります。また、就職や退職などの理
由により年度途中で納税方法が変更になる場合もあります。
■普通徴収
　通常６月に町から通知書が送付され、４回の納期に分けて個人で納めていただきます。
【第１期】６月30日㈭ 【第２期】８月31日㈬ 【第３期】10月31日㈪ 【第４期】12月27日㈫
■給与からの特別徴収
　給与支払者（事業主）が、従業員の個人住民税を６月から翌年５月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し
従業員に代わって市町村に納めていただきます。ただし、退職などの理由により年度途中で給与の支払を受けなく
なった時は、再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合や退職時に残りの税額を一括して会社に支払った場合
を除き、残りの税額を「普通徴収」で納めていただくことになります。
■公的年金からの特別徴収
　年金保険者が、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた者であって、国民年金法に
基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上（当該年度の４月１日現在）の方の公的年金等の所得から計
算された個人住民税を特別徴収の対象年金から徴収して、納税義務者に代わって市町村に納めていただきます。公
的年金からの特別徴収が停止（中止）された場合は、残りの税額を「普通徴収」で納めていただくことになります。

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
（適用時期：平成28年10月１日以降に実施する特別徴収から適用）

（１）転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
　現行制度では、賦課期日（１月１日）後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合
は、公的年金からの特別徴収は停止（中止）され、普通徴収に切り替わることとされています。このたびの改正で、「転
出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

（２）仮特別徴収税額の算定方法の見直し（仮特別徴収税額の平準化）
　仮特別徴収税額（４月、６月、８月に支給される年金から差し引かれる税額）と特別徴収税額（10月、12月、翌年２月に
支給される年金から差し引かれる税額）の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が「前年度の２月と
同額」から「前年度の公的年金等の所得から計算された住民税額÷６」に改正されました。

問合せ…税務課住民税係【☎35－1221（内線1131～1133）】
※�上里町ホームページ（http://www.town.kamisato.saitama.jp/）にも個人住民税の情報を掲載しています。
　（掲載箇所）上里町ホームページ　⇒　くらしの便利帳　⇒　税金・年金　個人住民税

納税猶予制度について
　納税猶予制度は、災害、盗難、病気等で町税の
納付が困難な場合に１年以内（延長で最大２年以
内）の間、町税の納付を猶予するものですが、今年
度から一部見直しがされました。適用のための要
件など、詳しくはお問い合わせください。

納税相談はお早めに
　病気や事業の廃止あるいは災害等により納
期内納税が困難な場合には、分割納付等の方
法があります。このほか納付できない一定の要
件があると認められる場合は、徴収を猶予する
制度もあります。納税することが難しい場合は、
早めにご相談ください（減免を受ける場合は、
減免を受けようとする納期の納期限７日前まで
に減免申請書を提出する必要があります。）。

変更点
○申請による換価の猶予の創設
納期限から６か月以内の申請により、差押財産の
取り立て、公売を猶予

○担保不要税額の拡大
　50万円以下　→　100万円以下
問合せ…税務課収税係【☎35－1221（内線1121～1125）】

町県民税第１期の納期限は６月30日㈭です
税金のお納めには便利な口座振替をご利用ください

広報かみさと No.5655


